
市税の納税状況に関する証明書（入札参加資格審査申請用） 
証明書の使用目的 八潮市競争入札参加資格審査申請のため 

 

納税義務者 住所  
氏名 

又は名称 
                       ㊞ 

（法人については代表者印を押印してください。） 
 

証明期日において、下記の税目について未納税額はありません。 
 

記 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

※税目ごとに未納税額がない場合は「未納なし」に○、未納税額がある場合は「未納なし」に×を記載。 
課税対象でない、初回の納期限が到来していないなど、税目に該当のない場合は「該当なし」に○を記載。 
徴収猶予を受けている場合は、「徴収猶予」に〇を記載。 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

証 第       号 

令和  年  月  日 

八潮市長  大 山  忍 

 

（注）「未納なし」、「該当なし」又は「徴収猶予」のいずれにも○の記載のない税目がある場合（未納と認められる税目がある場合）は、八潮市競争入札参加資格 

審査の申請（埼玉県への共同受付申請を含む。）をすることはできません。 

（注）代理人による申請の場合は、法人の代表者が自署・押印した委任状が必要です。 

（注）申請時に市役所に来られた方の印鑑（代表者が直接申請する場合は法人の代表者印、代理人が申請する場合は代理人の印）及び市役所に来られた方の本人確

認資料（運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等）の提示が必要ですので、ご持参ください。 

（注）１の法人市民税について「該当なし」に○の記載がある場合（法人設立後又は八潮市内に事業所設置後間もなく、法人市民税の初回の納期限が到来していな

い場合など）は、「法人の設立（設置）変更等申告書」（八潮市の受付印のあるもの）の写し、法人設立（設置）届出書（電子申請完了済の記載のあるもの）

の写し又は法人営業届出済証明書（写し可）のいずれかを併せて提出してください。 

（注）証明書の内容により、他の証明書類等の提出を個別に求める場合があります。 

 税  目 未納なし 該当なし 徴収猶予 

１ 法人市民税（個人事業者の場合は市県民税）    

２ 固定資産税・都市計画税    

３ 軽自動車税（種別割）    

４ 市県民税（特別徴収分）※１の個人事業者の場合の市県民税を除く。    

５ 国民健康保険税    


